
  

様式第２号の１－①【⑴実務経験のある教員等による授業科目の配置】 
 
※大学・短期大学・高等専門学校は、この様式を用いること。専門学校は、様式第２号の１

－②を用いること。 
 

学校名 山陽学園短期大学 
設置者名 学校法人山陽学園 

 

 

１．「実務経験のある教員等による授業科目」の数 

学部名 学科名 

夜間･

通信

制の

場合 

実務経験のある 

教員等による 

授業科目の単位数 

省令

で定

める

基準

単位

数 

配

置

困

難 
全学

共通

科目 

学部

等 

共通

科目 

専門

科目 
合計 

 

健康栄養学科 
夜 ・

通信 
0 

9 34 43 7  

こども育成学科 
夜 ・

通信 
0 39 39 7  

（備考） 

 

 

２．「実務経験のある教員等による授業科目」の一覧表の公表方法 

http://www.sguc.ac.jp/student/syllabus 

 

 

３．要件を満たすことが困難である学部等 

学部等名 

（困難である理由） 

 

  



  

様式第２号の２－①【⑵-①学外者である理事の複数配置】 
 
※ 国立大学法人・独立行政法人国立高等専門学校機構・公立大学法人・学校法人・準学校

法人は、この様式を用いること。これら以外の設置者は、様式第２号の２－②を用いる

こと。 
 

学校名 山陽学園短期大学 
設置者名 学校法人山陽学園 

 

 

１．理事（役員）名簿の公表方法 
http://www.sanyogakuen.net/disclosure/corporation/finance_disclosure 

 

 

２．学外者である理事の一覧表 

常勤・非常勤の別 前職又は現職 任期 
担当する職務内容 

や期待する役割 

非常勤 研究・研修センター所長 

2019 年 5 月

31 日～2023

年 5月 30日 

組織運営体制への

チェック機能 

非常勤 
民間企業代表取締役社

長 

2019 年 5 月

31 日～2023

年 5月 30日 

組織運営体制への

チェック機能 

（備考） 

 

  



  

様式第２号の３【⑶厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表】 

 

学校名 山陽学園短期大学 

設置者名 学校法人山陽学園 

 

 

○厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表の概要 

１．授業科目について、授業の方法及び内容、到達目標、成績評価の方法

や基準その他の事項を記載した授業計画書(シラバス)を作成し、公表し

ていること。 
（授業計画書の作成・公表に係る取組の概要） 

毎年前年度の１１月にシラバスの作成要領を作成し、すべての専任教員、非常勤講

師に配布している。 

作成要領に従い、授業概要のほか、授業の方法及び内容、到達目標、成績評価の方

法や基準等の各事項を記載したシラバスを作成している。 

シラバスは各学科において記載内容の確認を行っている。 

作成したシラバスは、Ｗｅｂシステムによりホームページにて公表している。 

授業計画書の公表方法 http://www.sguc.ac.jp/student/syllabus 

２．学修意欲の把握、試験やレポート、卒業論文などの適切な方法により、

学修成果を厳格かつ適正に評価して単位を与え、又は、履修を認定して

いること。 
（授業科目の学修成果の評価に係る取組の概要） 

 シラバスの「成績評価の方法・基準」の項目に、当該授業における試験や課題等評

価にあたっての方法・手段並びに基準を記載し、あらかじめ学生に周知した上で、そ

の学生に周知した内容に則って単位の認定ならびに評価を行っている。 



  

３．成績評価において、ＧＰＡ等の客観的な指標を設定し、公表するとと

もに、成績の分布状況の把握をはじめ、適切に実施していること。 
（客観的な指標の設定・公表及び成績評価の適切な実施に係る取組の概要） 

客観的な指標として、ＧＰＡ制度を導入している。 

成績評価５段階のうち、合格評価であるＳ・Ａ・Ｂ・Ｃの４段階はそれぞれ４・３・

２・１の点数に、不合格評価は０点に置き換え、定められた算出方法に基づき算出し

ている。 

算出したＧＰＡは、成績状況の把握や履修条件、奨学生選定の指標等に適切に実施・

利用している。 

学生に対しては、年度当初のオリエンテーションにて制度・算出方法を掲載した履

修便覧を配布し、周知を行っている。 

 

＜ＧＰＡの算出方法＞ 

成績評価を、次のように点数（ＧＰ）に置き換える。 

 評点段階 成績評価 GP 

合 
格 

100～90 点 Ｓ ４ 
89～80 点 Ａ ３ 
79～70 点 Ｂ ２ 
69～60 点 Ｃ １ 

不

合

格 

59 点以下 Ｄ 
０ 受験資格なし Ｆ 

試験欠席 Ｇ 
 

計算式は次のとおり。 
 

計授業科目の単位数の合

の合計) 授業科目の授業科目の単位数（ GP×
=値GPA  

 
計算値は、小数第３位を四捨五入し、小数第２位まで表示。 

なお、自由科目および単位認定科目は、計算から除外する。 

 

客観的な指標の 

算出方法の公表方法 
http://www.sguc.ac.jp/student/syllabus 

４．卒業の認定に関する方針を定め、公表するとともに、適切に実施して

いること。 



  

（卒業の認定方針の策定・公表・適切な実施に係る取組の概要） 

各学科ディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与に関する方針）を策定し、公表

している。 

各学科、方針に基づき修得単位数等の卒業要件の基準を設定しており、その認定に

ついては、教授会において適切に実施している。 

卒業の認定に関する 

方針の公表方法 
http://sanyogakuen.net/disclosure/college/edu

_disclosure/policy 
 

  



  

様式第２号の４－①【⑷財務・経営情報の公表(大学・短期大学・高等専門学校)】 
 
※大学・短期大学・高等専門学校は、この様式を用いること。専門学校は、様式第２号の４

－②を用いること。 
学校名 山陽学園短期大学 

設置者名 学校法人山陽学園 

 

 

１．財務諸表等 
財務諸表等 公表方法 

貸借対照表 
Http://www.sanyogakuen.net/disclosure/college/ 

finance_disclosure 
収支計算書又は損益計算書 同上 

財産目録 同上 

事業報告書 同上 

監事による監査報告（書） 同上 
 

 

２．事業計画（任意記載事項） 

単年度計画（名称：              対象年度：     ） 

公表方法： 

中長期計画（名称：              対象年度：     ） 

公表方法： 

 

 

３．教育活動に係る情報 

（１）自己点検・評価の結果 

公表方法：http://www.sanyogakuen.net/disclosure/college/public_disclosure 

 

 

（２）認証評価の結果（任意記載事項） 

公表方法： 

 

  



  

（３）学校教育法施行規則第 172条の２第 1項に掲げる情報の概要 

 

①教育研究上の目的、卒業の認定に関する方針、教育課程の編成及び実施に関す

る方針、入学者の受入れに関する方針の概要 
学部等名 健康栄養学科 

教育研究上の目的 

（公表方法：http://sanyogakuen.net/disclosure/college/edu_disclosure?tid=9） 

（概要）本学は、明治１９年の学園創立以来一貫して培われた愛と奉仕の精神を基礎とし、

教育基本法および学校教育法の定めるところに従い、高等学校教育の基礎のうえに主とし

て健康と栄養およびこどもの育成に関する専門的な理論と実際を教授研究し、教養の高い

社会人を育成する。教科の履修内容によって教育職員、栄養士および保育士を育成し、社

会に貢献することを目的とする。 

 健康栄養学科は、健康と栄養に関する専門的な知識と技能を身につけ、食を通して地域

の健康づくりに貢献する栄養士の育成を目的とする。 

 

卒業の認定に関する方針 

（公表方法：http://sanyogakuen.net/disclosure/college/edu_disclosure/policy） 

（概要）所定の単位を修得した場合には、卒業を認定し、短期大学士の学位が授与されま

す。 

専門的な知識・技能・実践力を備えた人材の育成を目指しており、卒業までに身につけ

るべきこととして次のことがあげられます。 

 

1.「食」を通して人々の健康の維持・増進に貢献できる。 

2.健康と「食」についての知識・技能・実践力をもつ。 

3.健康と「食」に関する様々な情報を、科学的根拠に基づいて判断できる。 

4.責任感を持ち、周囲と協力して仕事を進めることができる。 

5.課題を発見し、それを解決するための取組ができる。 

 

教育課程の編成及び実施に関する方針 

（公表方法：http://sanyogakuen.net/disclosure/college/edu_disclosure/policy） 

（概要）「愛と奉仕」を教育理念とし、高い教養と専門的な知識や実践的な技能を身につ

け協働して社会に貢献できる人材を育成するため、以下の方針に沿ってカリキュラムを組

み立てています。 

 

1.学生と教員とのコミュニケーションを大切にした授業を行う。 

2.実習やボランティア活動に重点をおき、能動的な学びの中で、問題解決力、自己管理能

力やチームワーク力、リーダーシップ力等を育てる。 

3.栄養士免許取得に必要な専門教育科目は、専門基礎科目から専門科目へと体系的に開講

する。 

4.初年次教育科目として「知的生き方概論」および「一般教養基礎」を設け、短期大学教

育への円滑な導入を図る。 

5.「社会人入門」等のキャリア教育科目を通じて、栄養士としてのあるべき社会的役割を

学ぶ。 

6.学修の評価は、授業概要（シラバス）に記載されている【成績評価の方法・基準】（筆

記試験、論文、実技、出席状況等）に基づいて科目担当教員が行う。成績の評価は、100

点を満点、60点以上を合格として単位を認定する。 

 

入学者の受入れに関する方針 

（公表方法：http://sanyogakuen.net/disclosure/college/edu_disclosure/policy） 



  

（概要）健康栄養学科は厚生労働省指定の栄養士養成施設であり、人々の健康の保持・増

進に食と栄養（「食」）を通して貢献できる栄養士の養成を教育の柱としています。 

健康栄養学科が求める学生像は次のとおりです。 

 

1.健康と「食」に関心をもつ人 

2.健康と「食」について学び、栄養士として社会に貢献したいと考える人 

3.周りの人を思いやり、協調して物事に取り組める人 

4.目標に向かって不断の努力をする人 

 

 

 

学部等名 こども育成学科 

教育研究上の目的 

（公表方法：http://sanyogakuen.net/disclosure/college/edu_disclosure?tid=9） 

（概要）本学は、明治１９年の学園創立以来一貫して培われた愛と奉仕の精神を基礎とし、

教育基本法および学校教育法の定めるところに従い、高等学校教育の基礎のうえに主とし

て健康と栄養およびこどもの育成に関する専門的な理論と実際を教授研究し、教養の高い

社会人を育成する。教科の履修内容によって教育職員、栄養士および保育士を育成し、社

会に貢献することを目的とする。 

 こども育成学科は、豊な感性と専門的な知識、実践的な技能を身につけ、一人ひとりの

子どもの生きる喜びと力を育む保育者の育成を目的とする。 

 

卒業の認定に関する方針 

（公表方法：http://sanyogakuen.net/disclosure/college/edu_disclosure/policy） 

（概要）専門的な知識・技能・実践力を備えた人材の育成を目指しており、卒業までに身

につけるべきこととして次に挙げることが求められます。所定の単位を修得した場合には、

卒業を認定し、短期大学士の学位が授与されます。 

 

1.専門分野の幅広い基礎知識と実践力をもつ。 

2.「愛と奉仕」の精神を保育の専門職として具現化していくことができる。 

3.問題を発見し、他者と協働しながら創造的に問題を解決していくことができる。 

4.「講義」「演習」「実習」での学びやボランティア活動を通して、専門職としての職業

人の教養を身につけ、社会に貢献できる。 

 

教育課程の編成及び実施に関する方針 

（公表方法：http://sanyogakuen.net/disclosure/college/edu_disclosure/policy） 

（概要）「愛と奉仕」を教育理念とし、高い教養と専門的な知識や実践的な技能を身につ

け、協働して社会に貢献できる人材育成を目的とし、カリキュラムを組み立てています。 

 

「愛と奉仕」を教育理念とし、高い教養と専門的な知識や実践的な技能を身につけ、協働

して社会に貢献できる人材育成を目途とし、カリキュラムを組み立てています。 

1.学生と教員とのコミュニケーションを大切にし、学生参加型の授業を行う。 

2.実習やボランティア活動に重点をおき、実践的な学びの中で、自己管理能力やチームワ

ーク力、リーダーシップ力等を育てる。 

3.健康栄養学科との学科間交流を推進し、「食のわかる保育者」の育成に努め、幅広い視

野に立った学びを展開する。 

4.初年次教育科目として「知的生き方概論」を設け、短期大学教育への円滑な導入を図っ

ていく。 

5.「キャリアデザイン」等の科目によりキャリア教育を重視し、専門職としての取組みや

あるべき社会的役割についても学ぶ。 



  

6.学修の評価は、授業概要（シラバス）に記載されている【成績評価の方法・基準】（筆

記試験、論文、実技等）に基づいて科目担当教員が行う。成績の評価は、100 点を満点、

60 点以上を合格として単位を認定する。 

 

 

入学者の受入れに関する方針 

（公表方法：http://sanyogakuen.net/disclosure/college/edu_disclosure/policy） 

（概要）こども育成学科は、幼稚園教諭二種免許状と保育士資格の取得及びそれらを活か

して卒業後に社会貢献することのできる人材育成を目指しています。こども育成学科が求

める学生像は次のとおりです。 

 

1.子どもや保育に関心があり、将来幼稚園教諭・保育士として社会に貢献したいと考えて

いる人 

2.免許・資格の取得に向けて意欲的に取り組むことのできる人 

3.子どもの人格を尊重し、愛情を持って接することのできる人 

4.自分の考えを持ちつつも人の意見に耳を傾けることのできる協調性のある人 

5.基本的な生活習慣を身につけ、常識的な行動のとれる人 

 

 

 

 

②教育研究上の基本組織に関すること 

公表方法：http://www.sanyogakuen.net/disclosure/college/edu_disclosure 

 

  



  

③教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること 

a.教員数（本務者） 

学部等の組織の名称 
学長・ 

副学長 
教授 准教授 講師 助教 

助手 

その他 
計 

－ 2人 － 2人 

健康栄養学科 － 3人 0人 2人 0人 3人 8人 

こども育成学科 － 4人 4人 3人 0人 0人 11人 

b.教員数（兼務者） 

学長・副学長 学長・副学長以外の教員 計 

 

1人 46人 47人 

各教員の有する学位及び業績 

（教員データベース等） 
公表方法：http://www.sguc.ac.jp/staff 

c.ＦＤ（ファカルティ・ディベロップメント）の状況（任意記載事項） 

 

 

 

 

④入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに

進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること 
a.入学者の数、収容定員、在学する学生の数等 

学部等名 
入学定員 

（a） 

入学者数 

（b） 

b/a 収容定員 

（c） 

在学生数 

（d） 

d/c 編入学 

定員 

編入学 

者数 

健康栄養学科 80人 57人 71.3％ 160人 166人 103.8％ 0人 0人 

こども育成学

科 100人 80人 80.0％ 200人 208人 104％ 0人 0人 

合計 180人 137人 76.1％ 360人 374人 103.9％ 0人 0人 

（備考） 

 

 

b.卒業者数、進学者数、就職者数 

学部等名 

 

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

健康栄養学科 
19人 

（100％） 

0人 

（ 0％） 

19人 

（100％） 

0人 

（  0％） 

こども育成学

科 

22人 

（100％） 

2人 

（9.1％） 

18人 

（81.8％） 

2人 

（ 9.1％） 

合計 
41人 

（100％） 

2人 

（4.9％） 

37人 

（90.2％） 

2人 

（ 4.9％） 

（主な進学先・就職先）（任意記載事項） 

（備考） 

 

  



  

 

c.修業年限期間内に卒業する学生の割合、留年者数、中途退学者数（任意記載事項） 

学部等名 

 

入学者数 
修業年限期間内 

卒業者数 
留年者数 中途退学者数 その他 

 
人 

（100％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

 
人 

（100％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

合計 
人 

（100％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

（備考） 

 

 

⑤授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること 
（概要） 

作成要領に従い、授業概要のほか、授業の方法及び内容、到達目標、成績評価の方法や基

準等の各事項を記載したシラバスを作成している。 

作成したシラバスは、Ｗｅｂシステムによりホームページに公表している。 

 

 

 

⑥学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること 
（概要） 

シラバスの「成績評価の方法・基準」の項目に、当該授業における試験や課題等評価にあ

たっての方法・手段並びに基準を記載し、あらかじめ学生に周知した上で、その学生に周知

した内容に則って単位の認定ならびに評価を行っている。 

また、各学科ディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与に関する方針）を策定し、方針

に基づく卒業要件の基準を設定している。 

 

学部名 学科名 
卒業に必要となる 

単位数 

ＧＰＡ制度の採用 

（任意記載事項） 

履修単位の登録上限 

（任意記載事項） 

 
健康栄養学科 64単位 有・無 単位 

こども育成学科 64単位 有・無 単位 

ＧＰＡの活用状況（任意記載事項） 公表方法： 

学生の学修状況に係る参考情報 

（任意記載事項） 
公表方法： 

 

 

⑦校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること 

公表方法：http://www.sanyogakuen.net/disclosure/college/edu_disclosure 

 

  



  

 

⑧授業料、入学金その他の大学等が徴収する費用に関すること 

学部名 学科名 
授業料 

（年間） 
入学金 その他 備考（任意記載事項） 

 
健康栄養

学科 
620,000円 250,000円 170,000円  

 
こ ど も 育

成学科 
620,000円 

 

250,000円 

 
170,000円 

 

 

 

⑨大学等が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること 
a.学生の修学に係る支援に関する取組 

（概要） 

障がい学生支援のガイドラインを作成している。障がい学生の支援は、手や足などの機

能的な障がいだけでなく、発達障がいや自閉症などの精神的・神経的な障がい、慢性の病

気によって普通に授業を受けることが難しい場合などにも必要な支援を行っている。 

 

b.進路選択に係る支援に関する取組 

（概要） 

キャリアセンターと学科アドバイザー教員等との緊密な連携により、早い段階から就職に対

する意識を高め、計画的で機動的な就職支援を行っている。特に、就職決定時まで、学生と一

対一の面談を重視した支援を行っている。 
・就職支援科目 

学生の就活意欲と目標レベルをさらに高めることができるよう「社会人入門」やキャリアデ

ザイン」「インターンシップ」などの就職支援科目の充実を図っている。 
・就職支援ガイダンス 

「就職懇談会」や「就活塾」、「卒業生による業界研究会」の開催や保育士、栄養士等の専門

職を対象にした「学内合同説明会」などの就職支援ガイダンスを計画的に開催している。 
・資格取得支援 

「漢字検定」、「秘書検定」の学内受験などの資格取得の支援を実施している。 
・キャリアサポートシステム 
求人票や企業情報等が検索できる独自のキャリアサポートシステムを構築している。 

c.学生の心身の健康等に係る支援に関する取組 

（概要） 

本学学生相談室は、室長ほか 3名の相談員で心の健康に関する相談に応じている。室長を

除く 2名は、公認心理士・臨床心理士で木曜日を除く週 4日相談を受けている。相談は、面

接の他、電話やメールでの対応も可能で、他人に知られず気軽に相談できる体制もとってい

る。 

また、学生が所属する教員（アドバイザーやクラス顧問）へのコンサルティングにも応じて

いる。 

 

 

⑩教育研究活動等の状況についての情報の公表の方法 

公表方法：http://www.sanyogakuen.net/disclosure/college/edu_disclosure 

 

 



（別紙）

※ この別紙は、更新確認申請書を提出する場合に提出すること。

※

１．前年度の授業料等減免対象者及び給付奨学生の数

※

※ 備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。

学校コード F233310109759

（備考）

内
訳

-

-

家計急変による
支援対象者（年間）

0人

44人

第Ⅱ区分

第Ⅲ区分

合計（年間）

（２）適格認定における学業成績の判定の結果、学業成績が廃止の区分に該当したこ
とにより認定の取消しを受けた者の数

年間 0人

以下に掲げる人数を記載すべき全ての欄について、該当する人数が1人以上10人以下の場合に
は、当該欄に「－」を記載すること。該当する人数が0人の場合には、「0人」と記載するこ
と。

本表において、第Ⅰ区分、第Ⅱ区分、第Ⅲ区分とは、それぞれ大学等における修学の支
援に関する法律施行令（令和元年政令第４９号）第２条第１項第１号、第２号、第３号
に掲げる区分をいう。

２．前年度に授業料等減免対象者としての認定の取消しを受けた者及び給付奨学生認
定の取消しを受けた者の数

（１）偽りその他不正の手段により授業料等減免又は学資支給金の支給を受けたこと
により認定の取消しを受けた者の数

年間

44人

後半期

38人

23人

11人

-

学校名

設置者名

山陽学園短期大学

学校法人山陽学園

前半期

支援対象者（家計急変
による者を除く）

42人

22人第Ⅰ区分



※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。

年間 前半期 後半期

※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。

（備考）

（備考）

短期大学（修業年限が２年のものに限り、認定専
攻科を含む。）、高等専門学校（認定専攻科を含
む。）及び専門学校（修業年限が２年以下のもの

に限る。）

右以外の大学等

後半期前半期年間

修業年限で卒業又は修
了できないことが確定

修得単位数が標準単位
数の５割以下

（単位制によらない専門学校
にあっては、履修科目の単位
時間数が標準時間数の５割以

下）

出席率が５割以下その
他学修意欲が著しく低

い状況

- 0人

0人 0人

「警告」の区分に連続
して該当

（３）退学又は停学（期間の定めのないもの又は３月以上の期間のものに限る。）の
処分を受けたことにより認定の取消しを受けた者の数

計 - -

0人 0人

0人 -

退学 0人

３月以上の停学 0人

年間計 0人

上記の（２）のうち、学業成績が著しく不良であると認められる者であって、当該学業成
績が著しく不良であることについて災害、傷病その他やむを得ない事由があると認められ
ず、遡って認定の効力を失った者の数

右以外の大学等
短期大学（修業年限が２年のものに限り、認定専攻科を含

む。）、高等専門学校（認定専攻科を含む。）及び専門学校（修
業年限が２年以下のものに限る。）

0人 0人



※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。

４．適格認定における学業成績の判定の結果、警告を受けた者の数

※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。

（備考）

（備考）

訓告 0人

年間計 0人

３．前年度に授業料等減免対象者としての認定の効力の停止を受けた者及び給付奨学
生認定の効力の停止を受けた者の数

停学（３月未満の期間のものに限る。）又は訓告の処分を受けたことにより認定の
効力の停止を受けた者の数

３月未満の停学 0人

修得単位数が標準単位
数の６割以下

（単位制によらない専門学校
にあっては、履修科目の単位
時間数が標準時間数の６割以

下）

0人

ＧＰＡ等が下位４分の
１

0人

右以外の大学等

短期大学（修業年限が２年のものに限り、認定専
攻科を含む。）、高等専門学校（認定専攻科を含
む。）及び専門学校（修業年限が２年以下のもの

に限る。）

年間 前半期 後半期

計 0人

出席率が８割以下その
他学修意欲が低い状況

0人
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